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本号で公布された条例のあらまし

◎　宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金条例（条例第１号）
　１　制定の理由及び主な内容
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動に支障が生じた者に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
　　付金を活用した利子補給事業及び信用保証料補助事業を行うため、基金を設置することとしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎　宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止する条例（条例第２号）
　１　廃止の理由及び主な内容
　　　高千穂線鉄道施設整理基金に係る事業の終了に伴い、当該基金を廃止するため、条例を廃止することとしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、令和３年３月31日から施行することとしました。

◎　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例（条例第
　３号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　会計年度任用職員等の退職手当について、勤続期間の計算に必要な読替規定を追加する改正を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎　宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型コロナウイルス感染症対策基金条例（条例第４号）
　１　制定の理由及び主な内容
　　　東京オリンピック・パラリンピック競技大会の安全・安心な運営の確保を目的として、事前合宿地及びホストタウンでの新
　　型コロナウイルス感染症対策を実施するため、基金を設置することとしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎　建築基準法施行条例の一部を改正する条例（条例第５号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　建築基準法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

　る条例………………………………………………（総合交通課）２
○地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する
　法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
　の一部を改正する条例…………………………………（人事課）２
○宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前
　合宿等新型コロナウイルス感染症対策基金条例…（観光推進課）３
○建築基準法施行条例の一部を改正する条例……（建築住宅課）３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　条　　　例
○宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給
　等基金条例…………………………………………（総合政策課）２
○宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止す
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条　　　　　例

　宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金条例をここに公布する。　
　　令和３年３月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第１号
　　　宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金条例
　（設置）
第１条　新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動に支障が生じた者に対する利子補給事業及び信用保証料補助事業の実施に要する
　経費の財源に充てるため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 241条の規定に基づき、宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給
　等基金（以下「基金」という。）を設置する。
　（積立て）
第２条　基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
　（管理）
第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
２　基金に属する現金は、必要に応じ、県債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
　（運用益金の処理）
第４条　基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
　（繰替運用）
第５条　知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替
　えて運用することができる。
　（処分）
第６条　基金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動に支障が生じた者に対する利子補給事業及び信用保証料補助事業の実施
　に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
　（委任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例は、令和８年６月30日限り、その効力を失う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止する条例をここに公布する。　
　　令和３年３月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第２号
　　　宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止する条例
　宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例（平成20年宮崎県条例第37号）は、廃止する。
　　　附　則
　この条例は、令和３年３月31日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年３月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第３号
　　　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例
　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令和元年宮崎県条例第11号）の一部を次
のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　　　附　則
　（経過措置）
２　［略］

　　　附　則
　（経過措置）
２　［略］
３　前項の規定の適用を受ける者（引き続き同項に規定する者であ
　るものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者
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　を含む。）に対する新条例第７条の２の規定の適用については、
　同条中「12月」とあるのは、「６月」とする。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型コロナウイルス感染症対策基金条例をここに公布する。　
　　令和３年３月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第４号
　　　宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型コロナウイルス感染症対策基金条例
　（設置）
第１条　東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の開催に関し、県民並びに事前合宿地及びホストタウンにおける選手
　等の安全・安心を確保することを目的とした新型コロナウイルス感染症に対する対策に要する経費の財源に充てるため、地方自治法（昭
　和22年法律第67号）第 241条の規定に基づき、宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型コロナウイルス感染症対策基金
　（以下「基金」という。）を設置する。
　（積立て）
第２条　基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
　（管理）
第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
　（運用益金の処理）
第４条　基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
　（繰替運用）
第５条　知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替
　えて運用することができる。
　（処分）
第６条　基金は、第１条に規定する設置の目的を達成するための新型コロナウイルス感染症に対する対策のための事業の実施に要する経費
　の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
　（委任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例は、令和４年３月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当す
　る金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　建築基準法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　令和３年３月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第５号
　　　建築基準法施行条例の一部を改正する条例　
　建築基準法施行条例（昭和46年宮崎県条例第35号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（出入口）
第９条の２　共同住宅、寄宿舎及び戸数が３以上である長屋の用途
　に供する建築物の主要な出入口は、道に面して設けなければなら
　ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り
　でない。
　(１)　その主要な出入口から道又は公園、広場その他の空地に避
　　難上有効に通ずる幅員 1.5メートル（階数が３以上又は延べ面
　　積が 300平方メートルを超える共同住宅及び寄宿舎にあっては
　　、２メートル）以上の通路を設けた場合
　(２)　［略］
　（他の用途部分との区画）
第18条　建築物の一部を自動車修理工場の用途に供する場合におい

　（出入口）
第９条の２　共同住宅、寄宿舎及び戸数が３以上である長屋の用途
　に供する建築物の主要な出入口は、道に面して設けなければなら
　ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り
　でない。
　(１)　その主要な出入口から道又は公園、広場その他の空地に避
　　難上有効に通ずる幅員 1.5メートル（階数が３以下で、かつ、
　　延べ面積が 200平方メートル未満の建築物にあっては、90セン
　　チメートル）以上の通路を設けた場合
　(２)　［略］
　（他の用途部分との区画）
第18条　建築物の一部を自動車修理工場の用途に供する場合におい
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　て、当該用途に供する部分（以下この条において「当該部分」と
　いう。）は、次の各号に定めるところによらなければならない。
　(１)　令第 112条第17項の規定により防火区画を行う場合を除き
　　、当該部分とその他の部分とを準耐火構造とした床若しくは壁
　　又は法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で区画すること
　　。

　(２)・(３)　［略］

　て、当該用途に供する部分（以下この条において「当該部分」と
　いう。）は、次の各号に定めるところによらなければならない。
　(１)　令第 112条第18項の規定により防火区画を行う場合（同項
　　ただし書の規定による措置が講じられている場合を含む。）を
　　除き、当該部分とその他の部分とを準耐火構造とした床若しく
　　は壁又は法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で区画する
　　こと。
　(２)・(３)　［略］

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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